
片
山
直
也
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

１

は
じ
め
に
│
本
論
文
の
背
景
お
よ
び
問
題
意
識

片
山
直
也
君
の
学
位
請
求
論
文
「
詐
害
行
為
の
基
礎
理
論
」
は
、

わ
が
国
の
民
法
の
母
法
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
「
詐
害
行
為

取
消
権
（
action
paulienne）」
お
よ
び
中
世
ロ
ー
マ
法
以
来
の
法

諺
「
詐
害
は
す
べ
て
を
無
に
す
る
（
fraus
om
nia
corrum
pit）」

に
基
礎
に
置
く
「
フ
ロ
ー
ド
（
fraude）」
法
理
を
め
ぐ
る
法
発
展

に
示
唆
を
得
て
、
理
論
法
学
的
に
は
、
詐
害
行
為
取
消
権
（
民
法
四

二
四
条
）
を
中
心
と
す
る
我
が
国
私
法
の
様
々
な
実
定
規
定
（
民
法

（
旧
）
三
九
五
条
但
書
、
五
八
一
条
二
項
な
ど
）
の
背
後
に
存
し
、

各
制
度
を
基
礎
付
け
る
共
通
の
法
理
（「
詐
害
行
為
の
一
般
法
理
」）

を
模
索
し
つ
つ
、
実
践
法
学
的
に
は
、
詐
害
行
為
取
消
権
に
つ
き
、

一
般
債
権
に
限
ら
ず
、
広
く
特
定
の
権
利
の
保
全
を
可
能
と
す
る
た

め
の
解
釈
論
（
詐
害
行
為
取
消
権
の
「
転
用
」
論
）
お
よ
び
そ
の
延

長
線
上
で
の
立
法
論
の
提
言
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
本
論
文
の
評
価
の
前
提
と
し
て
、
わ
が
国
に
お
け
る
「
詐
害

行
為
」
を
め
ぐ
る
法
状
況
と
、
そ
れ
に
対
す
る
片
山
君
の
基
本
的
な

問
題
意
識
と
思
わ
れ
る
も
の
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

わ
が
国
に
お
い
て
「
詐
害
行
為
」
と
は
、
少
な
く
と
も
民
法
学
上
、

民
法
四
二
四
条
の
み
に
固
有
の
概
念
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
さ

ら
に
通
説
的
見
解
に
よ
る
と
、
同
条
が
規
定
す
る
詐
害
行
為
取
消
権

（
債
権
者
取
消
権
）
の
制
度
趣
旨
は
、
責
任
財
産
（
共
同
担
保
）
の

保
全
に
あ
る
の
で
、
同
規
定
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
被
保
全
権
利

（
債
権
）
は
「
一
般
債
権
」（
特
別
担
保
が
付
与
さ
れ
て
い
な
い
金
銭

債
権
）
に
限
定
さ
れ
、
詐
害
行
為
と
は
、
責
任
財
産
（
共
同
担
保
）

を
減
少
す
る
行
為
と
定
義
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
今
般
の
民
法
（
債

権
法
）
改
正
に
お
い
て
も
、「
詐
害
行
為
取
消
権
は
、
個
別
の
債
権

者
の
個
別
の
権
利
実
現
の
制
度
で
は
な
く
、
責
任
財
産
の
保
全
の
制

度
で
あ
り
、
保
全
さ
れ
た
責
任
財
産
は
、
総
債
権
者
の
引
当
て
と
な

る
」
こ
と
が
所
与
の
前
提
と
し
て
議
論
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
片
山
君
は
、
詐
害
行
為
取
消
権
を
責
任
財
産
の

保
全
に
限
定
す
る
現
行
の
解
釈
・
運
用
は
、
過
度
に
窮
屈
で
硬
直
化

し
過
ぎ
て
お
り
、
そ
も
そ
も
歴
史
的
・
比
較
法
的
に
そ
の
必
然
性
が

あ
っ
た
の
か
疑
わ
し
い
と
疑
問
を
提
起
す
る
。
さ
ら
に
、
二
一
世
紀

の
新
た
な
自
由
社
会
を
想
定
す
る
な
ら
ば
、
実
定
法
秩
序
に
は
、
よ

り
広
く
「
詐
害
行
為
」
に
対
し
て
柔
軟
に
法
規
制
を
可
能
と
す
る
枠

組
み
が
必
要
と
な
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
と
指
摘
す
る
。
具
体
例
と

し
て
、
近
時
、
Ｍ
＆
Ａ
や
中
長
期
の
融
資
の
実
務
に
お
い
て
広
く
用
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い
ら
れ
て
い
る
コ
ベ
ナ
ン
ツ
す
な
わ
ち
債
権
保
全
・
債
権
担
保
目
的

で
な
さ
れ
る
種
々
の
合
意
（
特
約
）
の
第
三
者
効
の
問
題
を
取
り
上

げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
債
務
者
・
担
保
権
設
定
者
が
合
意
（
コ
ベ

ナ
ン
ツ
）
に
反
し
て
、
資
産
の
管
理
を
怠
り
、
あ
る
い
は
資
産
を
処

分
し
た
場
合
に
、
債
権
者
・
担
保
権
者
が
、
債
権
者
代
位
権
お
よ
び

詐
害
行
為
取
消
権
を
活
用
で
き
る
新
た
な
制
度
枠
組
み
が
必
要
で
あ

る
と
主
張
し
、
そ
の
た
め
に
は
、「
責
任
財
産
の
保
全
」
の
呪
縛
か

ら
解
放
さ
れ
た
新
た
な
制
度
設
計
と
、
そ
れ
を
支
え
る
「
詐
害
行

為
」
概
念
（
一
般
法
理
）
が
求
め
ら
れ
る
と
の
仮
説
を
提
起
す
る
。

そ
の
上
で
、
片
山
君
は
、
母
法
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る

「
詐
害
行
為
」（
フ
ロ
ー
ド
）
に
関
す
る
法
発
展
を
、
比
較
法
研
究
の

対
象
と
し
て
極
め
て
興
味
深
い
も
の
と
把
握
す
る
。
す
な
わ
ち
、
フ

ラ
ン
ス
法
で
は
、
一
方
で
は
、
詐
害
行
為
取
消
権
（
action
pauli-

enne）
に
つ
い
て
、
一
九
世
紀
に
お
け
る
「
平
等
主
義
」
か
「
優

先
主
義
」
か
の
論
争
を
経
て
、
二
〇
世
紀
の
判
例
・
学
説
は
、「
平

等
主
義
」
か
ら
訣
別
す
る
と
と
も
に
、
一
般
債
権
以
外
の
特
定
債
権

（
特
定
物
債
権
、
抵
当
債
権
な
ど
）
の
保
全
（「
特
別
担
保
（
gage

spécial）」
の
保
全
）
の
た
め
に
詐
害
行
為
取
消
権
（
action
pauli-

enne）
の
活
用
を
可
能
と
す
る
道
を
選
択
す
る
に
至
っ
て
お
り
、

他
方
で
は
、
一
九
世
紀
初
頭
以
来
、
判
例
に
よ
っ
て
、
詐
害
行
為
取

消
権
（
action
paulienne）
を
規
定
す
る
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
一
一

六
七
条
な
ど
の
個
々
の
実
定
規
定
と
は
別
に
、
中
世
の
ロ
ー
マ
法
以

来
の
«fraus
om
nia
corrum
pit(詐
害
は
す
べ
て
を
無
に
す
る
)»

の
法
源
性
が
広
く
承
認
さ
れ
、「
フ
ロ
ー
ド
の
一
般
法
理
（
théorie

générale
de
la
fraude）」
が
形
成
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
詐
害
行
為
を
め
ぐ
る
日
仏
の
法
状
況
を
対
比
し
た
上
で
、

片
山
君
は
、
冒
頭
に
掲
げ
た
、
理
論
法
学
的
課
題
と
、
実
践
法
学
的

課
題
を
本
論
文
の
主
題
と
し
て
追
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

２

本
論
文
の
構
成
お
よ
び
内
容

（
１
）
本
論
文
の
構
成

本
論
文
は
、
片
山
君
が
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
に
在

籍
中
に
着
手
し
、
慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
の
紀
要
で
あ
る
『
法
学
研

究
』
を
中
心
に
公
表
し
て
き
た
「
詐
害
行
為
」
に
関
す
る
一
二
本
の

研
究
論
文
（
日
本
私
法
学
会
で
の
報
告
記
事
を
含
む
）
を
ま
と
め
た

論
文
（
集
）
で
あ
り
、
本
文
の
み
で
六
五
〇
頁
を
超
え
る
大
著
で
あ

る
。
そ
れ
ら
は
、
五
つ
の
各
論
的
な
研
究
テ
ー
マ
（
問
題
群
）
に
分

け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
本
論
文
で
は
、
一
二
本
の
研
究
論
文
に

そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
章
を
割
り
当
て
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
を
問
題
群
毎

に
束
ね
て
、
五
つ
の
編
に
整
理
し
て
い
る
。
本
論
文
の
構
成
は
以
下

の
と
お
り
で
あ
る
。
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序

論

フ
ロ
ー
ド
（
fraude）
法
理
の
動
態
的
把
握

一

問
題
意
識

二

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
「
フ
ロ
ー
ド
（
fraude）」
法
理
の

概
要

三

本
書
の
構
成

第
一
編

詐
害
行
為
に
対
す
る
法
規
制
（
第
一
部
）
│
詐
害
的
賃
貸

借
│

第
一
章

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
詐
害
的
賃
貸
借
排
除
の
法
理

一

序

二

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
抵
当
権
と
賃
貸
借
と
の
関
係

三

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
詐
害
的
賃
貸
借
排
除
の
法
理

四

結
語
│
日
本
法
へ
の
示
唆

第
二
章

フ
ラ
ン
ス
法
の
買
戻
制
度
に
お
け
る
賃
貸
借
の
保
護
と

排
除

一

序
論

二

フ
ラ
ン
ス
法
の
概
要

三

結
び
に
代
え
て

第
三
章

ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
旧
民
法
の
買
戻
制
度
に
お
け
る
賃
貸
借

の
保
護
と
排
除

一

は
じ
め
に

二

ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
の
基
本
構
想

三

旧
民
法
制
定
過
程
に
お
け
る
そ
の
後
の
議
論
の
展
開

四

結
び
に
代
え
て

第
四
章

現
行
民
法
の
買
戻
制
度
に
お
け
る
賃
貸
借
の
保
護
と
排

除
一

は
じ
め
に

二

現
行
民
法
の
立
法
経
緯

三

民
法
（
旧
）
三
九
五
条
と
五
八
一
条
二
項
と
の
比
較
考
察

四

結
び
に
代
え
て
│
議
論
の
展
開

第
二
編

詐
害
行
為
に
対
す
る
法
規
制
（
第
二
部
）
│
詐
害
的
賃
料

処
分
│

第
五
章

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
不
動
産
賃
料
の
詐
害
的
な
処
分
に

対
す
る
法
規
制
の
変
遷
お
よ
び
賃
料
債
権
の
担
保
化
の
実
務

一

序
論

二

詐
害
的
賃
料
処
分
に
対
す
る
法
規
制
の
歴
史
的
展
開

三

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
賃
料
債
権
担
保
の
実
務

四

結
び
に
代
え
て
│
日
本
法
へ
の
示
唆

第
三
編

脱
法
行
為
に
対
す
る
法
規
制

第
六
章

脱
法
的
条
項
の
効
力
規
制
に
つ
い
て
│
一
括
支
払
シ
ス

テ
ム
契
約
に
お
け
る
代
物
弁
済
条
項
お
よ
び
債
権
譲
渡
契
約

に
お
け
る
停
止
条
件
条
項
を
め
ぐ
る
近
時
の
二
つ
の
最
高
裁

判
決
を
契
機
と
し
て

一

は
じ
め
に

二

脱
法
的
条
項
を
め
ぐ
る
近
時
の
二
つ
の
最
高
裁
判
決

三

脱
法
行
為
論
の
展
開

四

脱
法
行
為
論
か
ら
分
析
し
た
二
つ
の
最
高
裁
判
決
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五

結
び
に
代
え
て
│
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
フ
ロ
ー
ド

（
fraude）
法
理
か
ら
の
示
唆

第
四
編

詐
害
行
為
取
消
の
効
果
│
「
対
抗
不
能
」
と
「
対
抗
」
│

第
七
章

詐
害
行
為
取
消
制
度
の
基
本
構
造
│
フ
ラ
ン
ス
法
か
ら

の
示
唆

一

は
じ
め
に

二

一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
議
論
の
展
開

三

二
〇
世
紀
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
議
論
の
展
開

四

結
び
に
代
え
て
│
日
本
法
へ
の
示
唆

第
八
章

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
詐
害
行
為
取
消
権
の
法
的
性
質
論

の
展
開
│
二
〇
世
紀
前
半
に
お
け
る
「
対
抗
不
能
」
概
念
の

生
成
を
中
心
に

一

序

二

一
九
世
紀
に
お
け
る
萌
芽
│
無
効
訴
権
か
ら
の
脱
却
の
試

み
三

「
対
抗
不
能
」
概
念
の
生
成

四

総
括
│
日
本
法
へ
の
若
干
の
示
唆

第
九
章

一
般
債
権
者
の
地
位
と
詐
害
行
為
取
消
制
度
│
一
九
世

紀
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
議
論
を
中
心
に

一

序
│
問
題
提
起

二

フ
ラ
ン
ス
民
法
典
に
お
け
る
「
合
意
の
第
三
者
効
」
規
定

三

一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
理
解

四

結
び
に
代
え
て

第
一
〇
章

一
般
債
権
者
の
地
位
と
「
対
抗
」
│
詐
害
行
為
取
消

制
度
の
基
礎
理
論
と
し
て

一

序
│
問
題
点
の
整
理

二

二
〇
世
紀
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
議
論
の
展
開

三

結
び
に
代
え
て
│
今
後
の
課
題

第
五
編

新
た
な
合
意
社
会
に
お
け
る
詐
害
行
為
取
消
権
│
債
権
法

改
正
へ
の
提
言
│

第
一
一
章

「
責
任
財
産
の
保
全
」
か
ら
「
合
意
の
第
三
者
効
」

へ
一

は
じ
め
に
│
「
第
二
章
・
責
任
財
産
の
保
全
」
で
よ
い
の

か
？

二

判
例
に
学
ぶ
│
債
権
者
代
位
権
を
め
ぐ
る
判
例
法
理
と

『
基
本
方
針
』
と
の
架
橋

三

「
責
任
財
産
」
と
は
何
か
？
│
「
平
等
主
義
」
か
「
優
先

主
義
」
か

四

結
び
に
代
え
て
│
新
た
な
合
意
社
会
に
お
け
る
債
権
者
代

位
権
・
詐
害
行
為
取
消
権
の
役
割

第
一
二
章

新
た
な
合
意
社
会
に
お
け
る
債
権
者
代
位
権
・
詐
害

行
為
取
消
権
│
担
保
価
値
維
持
義
務
論
を
契
機
と
し
て

一

問
題
提
起

二

担
保
価
値
維
持
義
務
を
め
ぐ
る
近
時
の
判
例
法
理
の
展
開

三

担
保
価
値
維
持
義
務
論
と
債
権
者
代
位
権
・
詐
害
行
為
取

消
権
と
の
接
点
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四

「
合
意
の
第
三
者
効
」
規
定
の
諸
相

五

結
語

（
２
）
本
論
文
の
内
容

本
論
文
の
内
容
の
概
略
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

ま
ず
序
論
で
は
、
本
論
文
の
比
較
法
研
究
の
対
象
で
あ
る
フ
ラ
ン

ス
に
お
け
る
「
フ
ロ
ー
ド
（
fraude）」
法
理
の
概
要
に
つ
い
て
、

（
一
）
フ
ロ
ー
ド
法
理
の
歴
史
的
展
開
、（
二
）「
フ
ロ
ー
ド

（
fraude）」
概
念
│
主
観
説
と
客
観
説
の
対
立
、（
三
）「
フ
ロ
ー
ド

（
fraude）」
の
類
型
│
「
法
律
に
対
す
る
フ
ロ
ー
ド
」
と
「
第
三
者

に
対
す
る
フ
ロ
ー
ド
」、（
四
）「
フ
ロ
ー
ド
（
fraude）」
の
サ
ン
ク

シ
ョ
ン
、（
五
）「
フ
ロ
ー
ド
（
fraude）」
法
理
の
位
置
づ
け
│
一

般
法
理
と
し
て
の
「
フ
ロ
ー
ド
（
fraude）」
法
理
お
よ
び
個
別
の

フ
ロ
ー
ド
規
定
と
の
関
係
、（
六
）「
フ
ロ
ー
ド
（
fraude）」
法
理

の
動
態
的
把
握
と
い
う
六
つ
の
視
点
か
ら
整
理
を
行
っ
て
い
る
。

こ
の
中
で
は
、
特
に
（
三
）
に
関
し
て
、
第
三
者
に
対
す
る
フ
ロ

ー
ド
に
つ
い
て
も
、
そ
の
本
質
は
、
法
律
に
対
す
る
フ
ロ
ー
ド

（
fraus
legis）
で
あ
る
と
す
る
点
が
本
論
文
の
基
調
と
な
っ
て
い

る
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
フ
ロ
ー
ド
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
ヴ
ィ

ダ
ル
（
J.V
idal）
は
、
フ
ロ
ー
ド
に
つ
き
、「
実
定
法
の
領
域
に
お

い
て
は
そ
の
結
果
を
攻
撃
し
得
な
く
な
る
よ
う
な
有
効
な
手
段

（
m
oyen
efficace）
を
意
図
的
に
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
主

体
が
義
務
的
規
範
（
règle
obligatoire）
の
履
行
を
免
れ
よ
う
と

す
る
と
き
、
フ
ロ
ー
ド
（
fraude）
あ
り
と
さ
れ
る
」
と
定
義
す
る

が
、
こ
の
定
義
に
か
か
る
「
義
務
的
規
範
（
règle
obligatoire）」

と
は
、「
法
律
に
対
す
る
フ
ロ
ー
ド
」
す
な
わ
ち
脱
法
行
為
の
局
面

に
お
い
て
は
、
ま
さ
し
く
「
強
行
法
規
」
を
指
す
が
、「
第
三
者
の

権
利
に
対
す
る
フ
ロ
ー
ド
」
に
お
い
て
も
「
義
務
的
規
範
」
は
存
在

し
、
法
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
、
債
権
者
（
権
利
者
）
と
債
務
者

（
設
定
者
）
の
間
の
「
合
意
」
に
基
づ
く
「
義
務
」
を
意
味
し
、
た

と
え
ば
詐
害
行
為
取
消
制
度
は
、「
フ
ロ
ー
ド
（
fraude）」
法
理
に

基
礎
を
置
く
制
度
で
あ
る
ゆ
え
に
、
本
質
的
に
「
義
務
」
の
存
在
を

前
提
と
し
、「
債
務
者
の
拘
束
（
assujettissem
ent）」
お
よ
び
そ

の
第
三
者
（
受
益
者
・
転
得
者
）
へ
の
「
対
抗
（
opposabilité）」

と
し
て
、「
義
務
」
論
の
側
面
か
ら
基
礎
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
点
は
、
最
終
章
に
お
け
る
「
担
保
価
値
維
持
義
務
論
」
お
よ
び

「
合
意
の
第
三
者
効
論
」
と
い
う
片
山
君
の
本
論
文
の
主
張
を
基
礎

付
け
る
布
石
と
な
っ
て
い
る
。

次
い
で
（
五
）
で
は
、
片
山
君
は
、
一
般
法
理
と
し
て
の
フ
ロ
ー

ド
法
理
と
個
々
の
フ
ロ
ー
ド
の
実
定
規
定
に
は
、
一
見
す
る
と
選
択

的
な
対
立
関
係
が
存
す
る
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
フ
ロ
ー
ド
法
理
が

形
成
さ
れ
て
き
た
歴
史
を
振
り
返
る
と
、
両
者
に
は
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
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ィ
ー
ク
な
相
互
補
完
関
係
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず

は
ロ
ー
マ
法
に
数
多
く
の
フ
ロ
ー
ド
（
fraus,fraude）
に
関
す
る

法
文
が
存
し
、
«fraus
om
nia
corrum
pit»
の
法
諺
は
、
後
に
そ

れ
ら
の
法
文
を
前
提
と
し
て
、
中
世
ロ
ー
マ
法
学
者
の
解
釈
論
と
し

て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
次
い
で
一
般
法
理
が
定
立
さ
れ

た
後
に
お
い
て
は
、
個
々
の
実
定
規
定
の
例
外
則
と
し
て
、
道
徳
秩

序
の
要
求
、
諸
々
の
社
会
的
関
係
の
調
和
の
要
請
、
正
義
の
考
慮
に

応
え
る
た
め
の
法
秩
序
に
内
在
す
る
「
自
己
防
御
シ
ス
テ
ム
（
m
é-

canism
e
d’autodéfence
du
droit）」
と
し
て
機
能
し
、
一
般
法

理
が
個
々
の
実
定
規
定
の
解
釈
の
指
針
と
な
っ
て
く
る
と
分
析
す
る
。

そ
の
上
で
、
こ
れ
ら
の
歴
史
的
事
実
は
、「
フ
ロ
ー
ド
法
理
」
に
つ

い
て
、
動
態
的
な
把
握
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、「
フ

ロ
ー
ド
法
理
」
は
、
一
般
法
理
と
個
々
の
実
定
規
定
の
解
釈
、
新
た

な
立
法
の
間
の
絶
え
間
な
い
対
話
（
incessant
dialogue）
に
よ

っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
本
論
文
の
基
調
と
な
っ
て
い
る
フ

ロ
ー
ド
法
理
の
「
動
態
的
把
握
」
の
必
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。

以
上
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
フ
ロ
ー
ド
法
理
の
分
析
を
通
し
て
、

片
山
君
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
は
、
詐
害
的
な
行
為
に
対
す
る

法
規
制
の
あ
り
方
は
、
個
別
的
規
制
と
画
一
的
規
制
の
相
互
反
復
に

よ
っ
て
重
層
的
構
造
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
と
し
、

よ
り
一
般
的
な
形
で
モ
デ
ル
化
す
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
な
「
動
的

モ
デ
ル
（
théorie
dynam
ique）」
を
想
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
と
の
仮
説
を
提
言
す
る
。
す
な
わ
ち
、
①
形
式
的
規
定
（
la
rè-

gle
form
elle）
↓
②
例
外
と
し
て
の
フ
ロ
ー
ド
（
la
fraude
origi-

naire
quifaitl’exception
à
la
règle）
↓
③
要
件
緩
和
に
よ
る
客

観
化
（
objectivation
de
la
fraude
avec
l’atténuation
de

l’élém
ent
subjectif）
↓
④
新
た
な
規
定
の
創
設
（
création
ou

transform
ation
de
la
nouvelle
règle
form
elle）
と
い
う
モ
デ

ル
で
あ
る
。
そ
し
て
以
上
の
法
発
展
に
内
在
し
、
法
規
制
の
基
礎
を

な
す
も
の
が
、「
フ
ロ
ー
ド
（
fraude）
法
理
」
で
あ
る
と
の
分
析

視
角
で
あ
る
。

次
い
で
本
論
で
あ
る
が
、
本
論
文
の
中
核
を
な
す
の
が
、
第
一
編

の
詐
害
的
賃
貸
借
に
対
す
る
法
規
制
を
め
ぐ
る
問
題
群
（
第
一
章
〜

第
四
章
）
と
、
第
二
編
の
詐
害
的
賃
料
処
分
に
対
す
る
法
規
制
を
め

ぐ
る
問
題
群
（
第
五
章
）
の
分
析
検
討
で
あ
る
。

わ
が
国
に
お
い
て
は
、
第
一
の
詐
害
的
賃
貸
借
の
法
規
制
を
め
ぐ

る
問
題
群
に
つ
き
、
い
わ
ゆ
る
詐
害
的
賃
貸
借
、
す
な
わ
ち
抵
当
権

を
害
す
る
賃
貸
借
の
排
除
に
つ
い
て
、
固
有
規
定
で
あ
る
民
法

（
旧
）
三
九
五
条
但
書
（
詐
害
的
短
期
賃
貸
借
の
解
除
）
の
解
釈

論
・
立
法
論
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
規
定

と
、
詐
害
行
為
取
消
権
を
規
定
す
る
同
法
四
二
四
条
と
の
関
係
、
買

戻
し
に
お
い
て
買
主
が
売
主
（
買
戻
権
者
）
を
害
す
る
目
的
で
設
定
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し
た
賃
貸
借
に
つ
き
規
定
す
る
同
法
五
八
一
条
二
項
但
書
と
の
関
係

に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
議
論
が
な
さ
れ
て
来
な
か
っ
た
。
そ
し
て
そ

の
後
、
平
成
一
五
年
の
担
保
・
執
行
法
の
改
正
に
際
し
て
、（
旧
）

三
九
五
条
本
文
の
短
期
賃
貸
借
保
護
制
度
自
体
を
廃
止
す
る
と
い
う

抜
本
的
な
法
改
正
が
な
さ
れ
て
い
る
。
第
二
編
の
詐
害
的
賃
料
処
分

の
法
規
制
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
抵
当
権
に
基
づ
く

賃
料
へ
の
物
上
代
位
と
賃
料
債
権
譲
渡
の
優
劣
と
い
う
形
で
問
題
提

起
が
な
さ
れ
、
登
記
基
準
説
と
差
押
基
準
説
と
の
激
し
い
論
争
を
引

き
起
こ
し
た
が
、
最
高
裁
（
最
判
平
成
一
〇
年
三
月
二
六
日
民
集
五

二
巻
二
号
三
九
九
頁
）
は
、
登
記
基
準
説
に
立
脚
し
、
抵
当
権
に
基

づ
く
物
上
代
位
を
優
先
す
る
と
い
う
一
応
の
解
決
を
図
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
片
山
君
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
、
第
一
編

の
問
題
と
第
二
編
の
問
題
は
、
類
似
の
問
題
と
し
て
、
法
規
制
が
な

さ
れ
て
き
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
は
、
民

法
典
上
固
有
の
規
定
を
有
し
な
い
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
は
、
詐
害

的
賃
貸
借
・
詐
害
的
賃
料
処
分
の
法
規
制
は
、
フ
ロ
ー
ド
の
一
般
法

理
ま
た
は
詐
害
行
為
取
消
権
（
action
paulienne）
の
転
用
に
よ

っ
て
個
別
的
・
例
外
的
に
な
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
に

お
け
る
詐
害
行
為
取
消
権
の
転
用
論
の
も
っ
と
も
典
型
的
な
ケ
ー
ス

は
、
抵
当
債
権
を
害
す
る
詐
害
的
賃
貸
借
お
よ
び
詐
害
的
賃
料
処
分

の
ケ
ー
ス
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
他
方
で
は
、
長
期
に
わ
た
る
賃

貸
借
の
設
定
・
賃
料
の
処
分
は
、
不
動
産
公
示
の
対
象
と
し
て
画
一

的
な
法
規
制
が
な
さ
れ
て
き
た
点
が
指
摘
さ
れ
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、

フ
ロ
ー
ド
法
理
に
よ
る
個
別
的
・
例
外
的
な
規
制
と
、
不
動
産
公
示

に
よ
る
画
一
的
な
法
規
制
と
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
る
重
層
的
な
規
制

が
行
わ
れ
て
い
る
と
の
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
第
一
編
と
第
二
編
の
問
題
群
に
関
す
る
日
仏
比
較
研
究
を

通
じ
て
、
片
山
君
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
一
つ
に
は
、
詐
害
行

為
取
消
権
（
民
法
四
二
四
条
）
の
転
用
論
の
必
要
性
、
二
つ
に
は
、

詐
害
行
為
の
法
規
制
に
つ
き
フ
ロ
ー
ド
法
理
（
詐
害
行
為
の
一
般
理

論
）
を
基
軸
と
し
た
動
的
な
分
析
視
角
の
必
要
性
が
示
唆
さ
れ
る
と

結
論
づ
け
て
い
る
。

第
三
編
は
、
脱
法
行
為
に
対
す
る
法
規
制
で
あ
る
（
第
六
章
）。

こ
こ
で
は
、
一
括
支
払
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
代
物
弁
済
条
項
お
よ
び

債
権
譲
渡
契
約
に
お
け
る
停
止
条
件
条
項
に
関
す
る
近
時
の
最
高
裁

判
決
（
最
判
平
成
一
五
年
一
二
月
一
九
日
民
集
五
七
巻
一
一
号
二
二

九
二
頁
、
最
判
平
成
一
六
年
七
月
一
六
日
民
集
六
〇
巻
一
〇
号
三
九

六
頁
）
を
素
材
と
し
て
、
脱
法
的
条
項
（
合
意
）
に
対
す
る
効
力
規

制
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
際
、
片
山
君

は
、「
行
為
ア
プ
ロ
ー
チ
」（
当
該
行
為
（
合
意
）
の
中
に
強
行
法
規

の
適
用
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
意
図
を
見
出
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
そ
の

行
為
の
効
力
を
否
認
す
る
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
）
と
「
規
範
ア
プ
ロ
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ー
チ
」（
脱
法
行
為
の
出
現
に
対
し
て
、
強
行
規
定
に
着
目
し
、
解

釈
に
よ
っ
て
規
範
を
広
げ
る
こ
と
に
よ
り
同
規
定
を
適
用
・
類
推
適

用
し
て
対
処
し
よ
う
と
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
）
を
分
析
視
角
と
し
て
用

い
て
、
脱
法
的
な
行
為
に
対
す
る
法
規
制
の
あ
り
方
を
「
動
的
」
に

把
握
す
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
。

そ
の
結
果
、
平
成
一
五
年
判
決
は
、「
規
範
ア
プ
ロ
ー
チ
」
に
よ

り
法
規
（
国
税
徴
収
法
二
四
条
）
が
許
容
す
る
か
否
か
を
論
じ
た
原

審
判
決
と
は
異
な
り
、
基
本
的
に
は
「
行
為
ア
プ
ロ
ー
チ
」
に
立
脚

し
て
い
る
と
分
析
す
る
。
そ
の
特
徴
は
、
第
一
に
は
、
合
意
の
効
力

が
否
定
さ
れ
る
根
拠
（
形
式
的
根
拠
）
を
回
避
し
よ
う
と
さ
れ
た
規

定
自
体
に
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
く
（
そ
の
点
で
強
行
規
定
違
反
で

も
な
く
、
公
序
良
俗
違
反
で
も
な
い
）、
そ
の
規
定
の
外
に
あ
る
脱

法
行
為
を
禁
ず
る
「
メ
タ
規
範
」
に
求
め
る
と
い
う
点
、
第
二
に
は
、

合
意
の
効
力
が
否
定
さ
れ
る
根
拠
（
実
質
的
根
拠
）
を
、
合
意
の
中

の
「
回
避
意
図
」
に
求
め
る
と
い
う
点
に
あ
る
と
分
析
し
、
そ
れ
は
、

フ
ラ
ン
ス
の
フ
ロ
ー
ド
法
理
に
お
け
る
「
法
律
に
対
す
る
フ
ロ
ー
ド

（
fraus
legis）」
に
対
応
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。

以
上
か
ら
、
片
山
君
は
、
平
成
一
五
年
判
決
は
、「
行
為
ア
プ
ロ

ー
チ
」
に
よ
る
「
脱
法
行
為
論
」
を
正
面
か
ら
認
め
た
最
初
の
最
高

裁
判
決
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
、
今
後
、
最
高
裁
に
よ
っ
て
同
様

の
判
断
が
積
み
重
ね
ら
れ
る
こ
と
を
想
定
す
る
な
ら
ば
、
わ
が
国
に

お
い
て
、「（
強
行
）
法
規
の
適
用
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
合
意
の
効

力
は
認
め
ら
れ
な
い
」
と
の
メ
タ
規
範
が
判
例
法
理
と
し
て
確
立
す

る
に
至
る
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
と
評
価
す
る
。

さ
ら
に
推
論
を
進
め
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
フ
ロ
ー
ド
（
fraude）
法

理
に
つ
い
て
、
二
分
論
を
前
提
と
し
つ
つ
も
、
fraus
legisに
集
約

さ
れ
る
と
す
る
立
場
か
ら
は
、
フ
ロ
ー
ド
の
本
質
的
要
件
は
、
①
強

行
法
規
（
règle
obligatoire）、
②
有
効
な
手
段
（
m
oyen
effi-

cace）、
③
詐
害
の
意
図
（
intention
frauduleuse）
で
あ
っ
て
、

そ
の
中
で
も
①
の
存
在
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
再
認
識
さ
せ
る
も

の
で
あ
り
、
こ
の
点
は
、
第
五
編
の
問
題
群
で
詐
害
行
為
取
消
権
を

「
担
保
価
値
維
持
義
務
」
な
ど
の
「
義
務
」
を
中
心
に
再
構
成
す
る

提
言
に
つ
な
が
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

第
四
編
は
、
詐
害
行
為
取
消
権
の
法
的
性
質
・
効
果
と
し
て
論
じ

ら
れ
て
い
る
点
を
再
検
討
す
る
（
第
七
章
〜
第
一
〇
章
）。

わ
が
国
の
判
例
は
、
古
く
か
ら
「
相
対
的
取
消
」
理
論
を
採
用
し
、

強
固
な
判
例
法
理
が
形
成
さ
れ
て
い
る
が
、
片
山
君
は
、
フ
ラ
ン
ス

で
は
、
一
九
世
紀
の
論
争
を
経
て
、
二
〇
世
紀
に
至
っ
て
は
、
優
先

主
義
を
前
提
と
し
つ
つ
、
詐
害
行
為
取
消
権
（
action
paulienne）

の
法
的
性
質
を
「
対
抗
不
能
（
inopposabilité）
訴
権
」
と
構
成

す
る
立
場
が
、
判
例
・
通
説
化
し
て
く
る
と
と
も
に
、
他
方
で
、
債
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権
者
の
「
一
般
担
保
権
（
droit
du
gage
général）」
の
「
対
抗

（
opposabilité）」
と
い
う
視
角
が
有
力
と
な
り
つ
つ
あ
る
点
を
詳

細
に
分
析
し
て
い
る
。
ま
た
、
フ
ロ
ー
ド
一
般
法
理
に
つ
い
て
も
、

効
果
は
「
対
抗
不
能
」
と
さ
れ
て
い
る
点
を
指
摘
す
る
。

以
上
の
フ
ラ
ン
ス
の
法
状
況
を
踏
ま
え
て
、
片
山
君
は
、
今
後
、

詐
害
行
為
取
消
権
の
転
用
論
や
詐
害
行
為
の
一
般
法
理
を
わ
が
国
に

導
入
・
定
着
さ
せ
る
た
め
に
は
、「
対
抗
」「
対
抗
不
能
」
の
枠
組
み

で
制
度
を
位
置
づ
け
る
視
角
が
不
可
欠
と
な
る
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

第
五
編
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
近
時
の
「
担
保
価
値
維
持
義
務
」

を
め
ぐ
る
議
論
と
詐
害
行
為
取
消
権
と
の
関
係
に
関
す
る
問
題
群
で

あ
る
（
第
一
一
章
〜
第
一
二
章
）。

近
時
、
実
務
に
お
い
て
は
、
債
権
保
全
・
債
権
担
保
目
的
で
種
々

の
合
意
（
特
約
）
を
結
ぶ
こ
と
が
増
え
て
き
て
お
り
、
担
保
の
新
た

な
機
能
の
一
つ
と
し
て
「
管
理
機
能
」（
経
営
監
視
機
能
）
を
位
置

づ
け
る
分
析
も
現
れ
て
い
る
。
片
山
君
は
、
こ
れ
ら
は
、
広
く
債
務

者
の
事
業
や
資
産
の
管
理
・
処
分
に
担
保
目
的
で
制
約
を
課
す
合
意

で
あ
る
が
、
そ
の
合
意
の
法
的
な
効
力
に
つ
い
て
は
未
だ
十
分
に
議

論
が
詰
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
中
の
一
つ
が
合
意
の
第
三
者
効
の

問
題
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
、
債
務
者
が
合
意
（
コ
ベ
ナ
ン
ツ
）
に

反
し
て
、
資
産
の
管
理
を
怠
り
、
あ
る
い
は
資
産
を
処
分
し
た
場
合

に
、
債
権
者
代
位
権
お
よ
び
詐
害
行
為
取
消
権
を
活
用
で
き
る
新
た

な
制
度
枠
組
み
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。

そ
の
上
で
、
片
山
君
は
、
合
意
（
コ
ベ
ナ
ン
ツ
）
に
基
づ
い
て
、

債
務
者
は
「
担
保
（
価
値
）
維
持
義
務
」
を
負
い
、
債
権
者
は
「
担

保
（
価
値
）
維
持
請
求
権
」
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、

そ
の
「
担
保
（
価
値
）
維
持
請
求
権
」
を
被
保
全
権
利
と
し
た
債
権

者
代
位
権
・
詐
害
行
為
取
消
権
の
行
使
を
可
能
と
す
る
新
た
な
制
度

設
計
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
主
張
す
る
。
具
体
的
に
は
、
担
保
価
値

維
持
義
務
を
め
ぐ
る
近
時
の
判
例
法
理
の
展
開
（
最
大
判
平
成
一
一

年
一
一
月
二
四
日
民
集
五
三
巻
八
号
一
八
八
九
頁
、
最
判
平
成
一
八

年
一
二
月
二
一
日
民
集
六
〇
巻
一
〇
号
三
九
六
四
頁
）
を
踏
ま
え
て
、

債
権
者
代
位
権
・
詐
害
行
為
取
消
権
と
の
接
点
を
探
る
と
と
も
に
、

二
一
世
紀
の
新
た
な
合
資
社
会
を
迎
え
た
今
般
の
債
権
法
改
正
の
方

向
性
と
し
て
、
改
め
て
「
合
意
の
第
三
者
効
」
と
い
う
基
本
視
角
か

ら
債
権
者
代
位
権
・
詐
害
行
為
取
消
権
を
制
度
設
計
す
べ
き
だ
と
の

提
言
を
行
っ
て
い
る
。

最
後
に
、
片
山
君
は
、
本
論
文
の
考
察
を
通
じ
、
よ
り
一
般
的
な

課
題
と
し
て
、
法
の
動
態
的
把
握
の
必
要
性
を
一
貫
し
て
主
張
し
て

い
る
。

フ
ラ
ン
ス
の
法
状
況
と
対
比
す
る
と
き
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、

フ
ラ
ン
ス
の
「
フ
ロ
ー
ド
」
法
理
に
相
当
す
る
「
詐
害
行
為
」
の
一

般
法
理
の
存
在
が
認
識
さ
れ
て
お
ら
ず
、
さ
ら
に
そ
れ
を
基
礎
に
重
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層
的
な
法
規
制
を
行
う
と
い
う
議
論
の
蓄
積
を
欠
い
て
い
る
と
分
析

す
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
短
絡
的
か
つ
拙
速
に
、
客
観
的
な
規
範
を
定
立

し
て
画
一
的
な
規
制
を
行
う
方
向
で
解
釈
論
や
立
法
論
が
展
開
さ
れ

る
傾
向
に
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
と
い
う
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
て
、
片
山
君
は
、
二
一
世
紀
の
新
た

な
自
由
社
会
に
お
け
る
法
規
制
の
あ
り
方
を
想
起
す
る
な
ら
ば
、
改

め
て
法
を
動
態
的
に
捉
え
る
視
角
が
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
の
点
か
ら

も
、
フ
ラ
ン
ス
の
「
フ
ロ
ー
ド
」
法
理
を
基
礎
と
し
た
重
層
的
な
法

規
制
の
あ
り
方
か
ら
は
多
く
の
示
唆
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
結

ん
で
い
る
。

３

本
論
文
の
評
価
と
結
論

本
論
文
は
、
視
野
を
広
く
か
つ
深
く
取
っ
て
、「
詐
害
行
為
の
一

般
法
理
」
を
探
求
し
つ
つ
、
詐
害
行
為
取
消
権
の
解
釈
論
と
そ
の
延

長
線
上
で
の
立
法
論
の
提
言
を
試
み
た
、
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
意
欲

作
で
あ
り
、
わ
が
国
の
民
法
学
に
お
け
る
詐
害
行
為
研
究
の
金
字
塔

と
称
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
即
ち
、
視
野
の
「
奥
行
き
」
と
し
て

は
、
一
九
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
法
か
ら
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
旧
民
法
、
そ

し
て
現
行
日
本
民
法
と
い
う
沿
革
を
正
確
に
把
握
し
て
分
析
し
、
さ

ら
に
二
〇
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
法
の
展
開
を
踏
ま
え
て
、
わ
が
国
の
最

新
の
債
権
法
改
正
の
議
論
に
ま
で
つ
な
げ
て
い
る
と
い
う
点
が
指
摘

で
き
る
。
ま
た
視
野
の
横
の
広
が
り
と
し
て
は
、
わ
が
国
の
従
来
の

解
釈
論
が
「
責
任
財
産
保
全
」
と
い
う
必
ず
し
も
適
切
で
な
い
枠
の

中
で
し
か
詐
害
行
為
取
消
権
を
見
て
こ
な
か
っ
た
立
場
（
そ
し
て
そ

れ
は
詐
害
行
為
取
消
権
の
機
能
を
阻
害
な
い
し
矮
小
化
す
る
）
か
ら

詐
害
行
為
取
消
権
を
解
放
し
た
と
い
う
意
味
と
、「
詐
害
行
為
」
の

基
本
概
念
を
詐
害
行
為
取
消
権
だ
け
で
な
く
そ
の
周
辺
の
諸
規
定
に

広
げ
て
考
察
す
る
と
い
う
二
重
の
意
味
の
広
が
り
を
も
っ
て
と
ら
え

た
と
こ
ろ
が
高
く
評
価
で
き
る
。

具
体
的
に
い
え
ば
、
民
法
四
二
四
条
は
「
債
権
者
を
害
す
る
」
行

為
を
問
題
に
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
が
、
近
時
の
我
が
国
の
通
説
は
、

こ
れ
を
責
任
財
産
保
全
制
度
と
理
解
し
、
無
資
力
要
件
と
セ
ッ
ト
で

理
解
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
本
論
文
の
、
同
条
の
取
消
権
を

広
く
活
用
し
よ
う
と
い
う
提
案
は
、
発
想
の
転
換
と
し
て
特
に
注
目

さ
れ
る
。
つ
ま
り
そ
の
こ
と
か
ら
、
一
般
的
な
責
任
財
産
の
維
持
保

存
義
務
に
対
し
て
特
約
や
担
保
権
設
定
に
基
づ
く
責
任
財
産
・
担
保

の
維
持
保
存
義
務
を
認
め
、
そ
れ
ら
の
義
務
違
反
に
対
す
る
一
般
債

権
者
、
特
定
債
権
者
の
取
消
権
を
認
め
る
こ
と
も
可
能
に
な
っ
て
く

る
。
こ
の
よ
う
な
新
た
な
観
点
か
ら
、
四
二
四
条
の
拡
大
だ
け
で
な

く
、
た
と
え
ば
、
債
務
者
の
一
部
へ
の
弁
済
の
詐
害
行
為
性
な
ど
と

い
う
難
問
に
つ
い
て
も
、
片
山
説
で
は
解
決
可
能
と
な
る
こ
と
ま
で

具
体
的
に
示
せ
れ
ば
、
従
来
の
判
例
・
学
説
と
競
合
す
る
領
域
に
お
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い
て
も
さ
ら
に
説
得
力
が
増
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
一
点
付
言
す
れ
ば
、
本
論
文
は
、
法
と
い
う
も
の
の
根
本

的
な
見
方
に
つ
い
て
の
論
者
の
遍
歴
の
歴
史
を
も
明
ら
か
に
し
て
い

る
と
い
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
立
法
者
意
思
の
探
求
か
ら
ス
タ
ー
ト
し

た
か
に
見
え
る
片
山
君
の
研
究
は
、
そ
の
後
の
遍
歴
を
経
て
、
法
を

「
動
的
な
も
の
」
と
捉
え
て
、「
デ
ア
レ
ク
テ
ィ
ー
ク
な
法
秩
序
形

成
」
を
目
指
す
（
二
一
九
頁
、
三
八
七
頁
等
）
に
至
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
視
野
を
獲
得
し
た
段
階
で
、
片
山
君
の
詐
害
行
為
取

消
権
論
は
、
そ
の
独
自
の
高
み
に
達
し
え
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
具

体
的
に
一
例
を
挙
げ
る
と
、
第
一
一
章
「
責
任
財
産
の
保
全
」
か
ら

「
合
意
の
第
三
者
効
」
へ
の
部
分
は
、
初
出
論
文
が
二
〇
一
〇
年
執

筆
の
最
新
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
、
詐
害
行
為
取
消
権
の
機

能
範
囲
を
「
責
任
財
産
の
保
全
」
に
限
定
し
た
昭
和
期
以
降
の
学
説

に
対
し
て
、
表
現
上
は
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
旧
民
法
の
、「
合
意
の
相
対

効
の
例
外
」
と
し
て
詐
害
行
為
取
消
権
（
当
時
の
廃
罷
訴
権
）
を
規

定
し
た
発
想
に
回
帰
す
る
か
の
よ
う
に
見
え
つ
つ
、
実
質
は
そ
れ
と

異
な
る
、
非
常
に
現
代
的
な
紛
争
解
決
機
能
の
獲
得
を
目
指
し
て
、

同
取
消
権
の
機
能
範
囲
を
再
度
拡
大
す
る
提
案
を
す
る
の
で
あ
る
。

ま
さ
に
こ
れ
が
同
君
の
言
う
弁
証
法
的
な
法
秩
序
形
成
の
実
践
例
と

言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
法
学
研
究
の
方
法
論
を
論
じ
る
も
の
は
少
な
く

な
い
が
、
実
際
に
そ
の
実
践
を
合
わ
せ
て
提
示
す
る
も
の
は
多
い
と

は
い
え
な
い
。
本
論
文
は
、
そ
の
意
味
で
も
非
常
に
高
い
評
価
を
与

え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
本
論
文
は
、
既
に
学
界
に
十
分
な
寄
与
を
与
え

る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
が
、
た
だ
、
以
下
の
よ
う
に
若
干
の
さ
ら
な

る
深
化
を
望
み
た
い
。

一
点
は
、
本
論
文
が
最
終
的
に
提
案
す
る
、
新
た
な
合
意
社
会
に

お
い
て
は
合
意
（
コ
ベ
ナ
ン
ツ
）
に
よ
っ
て
債
務
者
に
課
さ
れ
る
義

務
を
広
く
射
程
に
入
れ
、
そ
の
違
反
な
い
し
懈
怠
に
対
し
て
債
権
者

代
位
権
や
詐
害
行
為
取
消
権
に
よ
る
救
済
を
与
え
る
と
い
う
構
成
は
、

非
常
に
意
欲
的
か
つ
魅
力
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
よ
り
説
得

的
に
す
る
た
め
に
は
、
本
論
文
で
示
さ
れ
た
担
保
価
値
維
持
義
務
違

反
の
例
だ
け
で
な
く
、
今
後
さ
ら
な
る
具
体
的
な
例
証
を
重
ね
て
ほ

し
い
と
感
じ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
も
う
一
点
、
現
実
的
な
問
題
関
心
か
ら
い
え
ば
、
本
論
文
の

説
く
「
対
抗
不
能
」
が
、
相
対
的
法
律
関
係
を
も
た
ら
す
概
念
だ
と

す
る
と
、
判
例
の
い
う
相
対
的
取
消
し
と
ど
う
異
な
る
の
か
、
具
体

的
な
解
釈
論
を
示
す
こ
と
も
望
ま
れ
る
。
訴
訟
で
の
主
張
の
有
無
に

解
消
さ
れ
て
い
た
法
律
関
係
を
、
形
成
権
と
い
う
新
し
い
概
念
に
よ

り
民
法
に
ど
う
取
り
込
む
か
と
い
う
問
題
を
近
代
民
法
は
背
負
っ
て

い
る
が
、
対
抗
不
能
と
い
う
効
果
が
債
権
者
の
援
用
に
よ
り
初
め
て

発
生
す
る
の
だ
と
す
る
と
、
形
成
権
概
念
に
翻
訳
す
れ
ば
「
取
消
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し
」
に
な
り
か
ね
な
い
の
で
、
展
望
と
し
て
掲
げ
た
対
抗
不
能
構
成

の
具
体
化
、
各
論
的
展
開
が
今
後
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
し
こ
れ
ら
は
、
本
論
文
の
研
究
を
よ
り
一
層
精
緻
か
つ
説
得

的
に
し
て
ほ
し
い
と
い
う
望
蜀
の
記
述
で
あ
る
。
ま
た
実
際
の
と
こ

ろ
、
本
論
文
に
は
現
れ
て
い
な
い
が
、
片
山
君
の
研
究
は
、
す
で
に

本
論
文
の
延
長
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
財
な
い
し
財
産
概
念

の
研
究
へ
と
拡
大
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
物
権
・
債
権
を
超
え
た

「
資
産
」
と
い
っ
た
概
念
等
、
新
た
な
概
念
の
有
用
性
の
研
究
へ
と

向
か
っ
て
お
り
、
ま
た
、
財
産
管
理
論
へ
も
そ
の
触
手
が
伸
ば
さ
れ

て
い
る
。
本
論
文
に
示
さ
れ
た
詐
害
行
為
の
研
究
は
す
で
に
種
々
の

副
産
物
を
生
み
出
し
て
い
る
と
い
え
る
。
さ
ら
に
、
本
論
文
は
し
が

き
に
示
さ
れ
る
と
お
り
、
片
山
君
は
当
初
民
法
（
旧
）
三
九
五
条
の

短
期
賃
貸
借
（
詐
害
的
短
期
賃
貸
借
）
を
一
方
の
主
要
研
究
テ
ー
マ

に
し
な
が
ら
、
二
〇
〇
三
年
の
民
法
改
正
で
当
該
制
度
が
廃
止
さ
れ

る
と
い
う
、
研
究
者
と
し
て
非
常
に
大
き
な
打
撃
を
受
け
な
が
ら
、

そ
の
蹉
跌
を
も
本
論
文
の
詐
害
行
為
の
一
般
理
論
の
構
築
へ
の
原
動

力
と
変
え
た
点
も
、
高
く
評
価
さ
れ
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
き
た
い
。

以
上
の
諸
点
か
ら
、
審
査
員
一
同
は
、
全
員
一
致
し
て
、
片
山
直

也
君
に
博
士
（
法
学
）（
慶
應
義
塾
大
学
）
の
学
位
を
授
与
す
る
こ

と
を
至
当
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

平
成
二
四
年
二
月
二
七
日
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